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平成２８年 第１４回 農地部会 議 事 録 

 

・開会日時  平成２８年１１月７日   午後２時００分 

・閉会日時  平成２８年１１月７日   午後３時２０分 

・開催場所  市庁舎７階 農業委員室  

 

・出席委員（１８名） 

 １番 澁澤 聖一 ２番 小泉 俊夫  ３番 坂庭 常男  ４番 木村 隆一 

５番 信澤 綱四郎 ６番 三森 和也  ７番 星野 好孝 ８番 江原 弘 

９番 窪田 桂 １０番 星野 和幸 １１番 深町 冨士雄 １２番 浅井 雅彦 

１３番 関根 由彦 １５番 小林 秀明 １６番 岩﨑 政男 １７番 青木 朱美 

１８番 齊藤 尚展 １９番 金井 清美   

・欠席委員（１名） 

 １４番 石倉 忠夫  

・事務局出席者 

  事務局長 吉井 一夫  係長 齋藤 孝朗   副主幹 高山 幸治  

  主任   有本 紀子  主任 阿久津 洋子  主任 冨澤 和則  臨時職員 宮田 厚子 

・その他の出席者 

  農業委員会長  堀越 恒弘 

  会長職務代理者 関口 喜弘 

  農林課主任   蛭田 美恵子 

・付議事件 

（１）議案第６６号   農地法の規定による許可申請の取消しについて（５条） 

（２）議案第６７号   農地法の規定よる許可後の計画変更申請について（５条） 

（３）議案第６８号   農地一時転用許可期限延長願いについて（５条） 

（４）議案第６９号   農地法第３条の規定による許可申請について 

（５）議案第７０号   農地法第４条の規定による許可申請について 

（６）議案第７１号   農地法第５条の規定による許可申請について 

（７）議案第７２号   公売農地の買受適格証明願について(耕作目的)  

（８）議案第７３号   農地法第１８条第１項の規定による許可申請について 

（９）議案第７４号   農業経営基盤強化促進事業に係る農用地利用集積計画の 

変更決定について 

・協議事項 

（１）第１１号    農地中間管理事業の推進に関する法律第１９条第３項の規定に 

           基づく農用地利用配分計画（案）に係る意見聴取について 

・報告事項 

（１）第４９号    農地法第４条の規定による届出書の受理状況について 

（２）第５０号    農地法第５条の規定による届出書の受理状況について  

（３）第５１号    農地法第１８条第６項の規定による通知書の交付状況について 

（４）第５２号    現況証明交付状況について 

（５）第５３号    農地法第４条、第５条の規定による意見聴取結果について 
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議 長 

定刻になりましたので、これより平成２８年第１４回農地部会を開催いたします。な

お、本日の欠席通告者は、１４番 石倉 忠夫委員の１名であります。従いまして在任

委員１９名中１８名の出席であり、農業委員会等に関する法律第２８条第４項で準用す

る第２７条第３項の規定による過半数に達しておりますので、本会議は成立いたしま

すことを、ご報告申し上げます。開会に先立ちまして、深町部会長よりごあいさつをお

願いいたします。 

◇（あいさつ） 

 続きまして、堀越会長よりごあいさつをお願いいたします。 

◇（あいさつ） 

会議規則第５条の規定により、深町部会長が議長となり会議を進めることとなります

ので、よろしくお願いいたします。 

 

《深町部会長、議長に就任》 

それでは、平成２８年第１４回農地部会を開会いたします。初めに、議事録署名委員

を指名いたします。７番 星野 好孝委員、１２番 浅井 雅彦委員にお願いいたし

ます。 

それでは議事に入ります。議案第６６号・農地法の規定による許可の取消し５条許

可について、整理番号１番、２番の審議をお願いします。事務局の説明を求めます。 

◇（議案書・順次、地目、面積、取消理由を朗読、説明） 

整理番号２、転用申請のため分筆したが形状が好ましくないため、合筆をし、改め

て分筆し直し転用申請予定。 

 なお、整理番号１番、２番については、現地調査を実施しておりますので、調査班

長の報告をお願いします。 

 現地案内図５条許可取消しの１をご覧下さい。申請地は市立前橋高等学校から東へ

約５００ｍに位置し、農地と宅地に囲まれた、小集団農地の辺縁部に位置する第２種

農地です。現況の農地は、作付けされていないが管理はされており転用は実行されて

いませんでした。調査班としましては、現地調査の結果、転用はされておらず、承認

と判断いたしました。 

 現地案内図５条許可取消しの２をご覧下さい。申請地は上毛電鉄大胡駅から南へ約

３００ｍに位置し、小集団農地の辺縁部に位置する第２種農地です。申請地は、作付

けされていないが管理はされており、転用は実行されておりませんでした。調査班と

しては、現地調査の結果転用は実行されておらず、承認と判断いたしました。 

以上で事務局の説明、および調査班長の報告は終わりましたので、皆さんからのご

意見、ご質問をお願いします。 

◇（意見、質問等なし） 

ご意見等ございませんか。なければ採決したいと思います。整理番号１番、２番を

承認とすることに賛成の方の挙手を求めます。 

◇（挙 手） 

 全員賛成でありますので、議案第６６号・農地法の規定による許可の取消し５条許

可について、整理番号１番、２番を承認とすることに決定いたします。 

 次に、議案第６７号・農地法の規定による許可後の計画変更申請５条許可につ

いて、整理番号１番から５番の審議をお願いします。事務局の説明を求めます。 

◇（議案書・順次、変更内容、地目、面積、契約内容、申請理由を朗読、説明） 

整理番号４、開発未了のため保留。 

 以上で事務局の説明は終わりましたので、皆さんからのご意見、ご質問をお願いし



 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

高山副主幹 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

冨澤主任 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

 

冨澤主任 

 

 

 

 

議 長 

 

１８番委員 

ます。 

◇（意見、質問等なし） 

ご意見等ございませんか。なければ採決したいと思います。整理番号４番を保留と

し、整理番号１番から３番、整理番号５番を承認とすることに賛成の方の挙手を求め

ます。 

◇（挙 手） 

 全員賛成でありますので、議案第６７号・農地法の規定による許可後の計画変更

申請５条許可について、整理番号４番を保留とし、整理番号１番から３番、整理

番号５番を承認とすることに決定いたします。 

 次に、議案第６８号・農地法第５条の規定による許可申請一時利用期限の延長につ

いて、整理番号１番の審議をお願いします。事務局の説明を求めます。 

◇（議案書、地目、面積、契約内容、延長期間、申請理由を朗読、説明） 

 以上で事務局の説明は終わりましたので、皆さんからのご意見、ご質問をお願いし

ます。 

◇（意見、質問等なし） 

ご意見等ございませんか。なければ採決したいと思います。整理番号１番を承認と

することに賛成の方の挙手を求めます。 

◇（挙 手） 

全員賛成でありますので、議案第６８号・農地法第５条の規定による許可申請一時

利用期限の延長について、整理番号１番を承認とすることに決定いたします。 

次に、議案第６９号・農地法第３条の規定による許可申請について、整理番号１

番から９番までの審議をお願いします。事務局の説明を求めます。なお、整理

番号１番については、申請関係者に坂庭委員が該当しますので、坂庭委員の退

室をお願いします。 

それでは、始めに整理番号１番については、事務局の説明を求めます。 

◇（議案書、地目、面積、申請理由、契約内容、稼動力等を朗読、説明） 

 以上で事務局の説明は終わりましたので、皆さんからのご意見、ご質問をお

願いします。 

◇（意見、質問等なし） 

ご意見等ございませんか。なければ採決したいと思います。整理番号１番を

許可することに賛成の方の挙手を求めます。 

◇（挙 手） 

 全員賛成でありますので、議案第６９号・農地法第３条の規定による許可申

請については、整理番号１番を許可とすることに決定いたします。 

 それでは、坂庭委員の入室を許可いたします。 

 次に整理番号２番から９番までの審議をお願いします。事務局の説明を求め

ます。 

◇（議案書・順次、地目、面積、申請理由、契約内容、稼動力等を朗読、説明） 

整理番号７番、書類不備のため保留。整理番号９番、一般法人の申請のため契

約書に解除条件が明記されているなど一定の要件を満たしています。以上整理番号

１番から６番、８番、９番は、農地法第３条第２項各号には該当しないため、許可要

件の全てを満たしております。 

 なお、整理番号６番については、現地・面接調査を実施しておりますので、

調査班長の報告をお願いします。 

 現地案内図３条の６をご覧下さい。申請地は前橋市荻窪清掃工場から北へ約
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７００ｍに位置し、周囲は市道と農地で、農用地区域内にあります。申請事由：

高齢となった所有者が、草刈など農地の管理をするのも難しくなり後継者もい

ないため、当該農地を購入し、営農型太陽光発電施設の設置と合わせて営農し

たく申請するものです。周辺農地は、北側と東側は市道を挟んで農地、南側と

西側は農地で、野菜等が作付けされて、西側の一部隣地は耕作放棄地で、当該

農地は荒廃農地化しており、作物の作付けはされておりませんでした。又用排

水施設はありません。面接には、申請法人の社員３名と代理人１名が来られま

した。申請法人は、直販店を３０店舗所有しており、野菜の販売先は確保され

ており、パネル下でネギを作付けし、既設の営農型太陽光発電施設ですでに実

績を上げております。調査班としては被害防除対策及び営農型太陽光発電施設

の実績等、確実性があると認められるため、許可相当と判断いたしました。 

 以上で事務局の説明、および調査班長の報告は終わりましたので、皆さんか

らのご意見、ご質問をお願いします。 

整理番号６、太陽光発電パネル下でネギ栽培できるのですか。 

ネギは通常、自分の影も嫌うといわれていますが、他の栽培方法があるのか

もしれませんが。 

面接にこられた方が、色々な作物を色々な場所での作付けを試してみたいと

のことでした。 

知見を有する者の意見書として：日中の日照時間は、最深部でも１時間は確

保できると想定されます。ネギは光飽和点が２５ｋlⅹの半陰性植物です。そ

のため、太陽光パネル下での営農は可能であり、８０％以上の収量を確保することが、

十分可能であります。という意見書が添付されておりましたので調査班としては判断

いたしました。 

今までの実績があるようですがどのくらいの規模ですか。 

申請法人は２年前より他の地域で、営農型太陽光発電施設を３０ヶ所、１２

ｈａ経営しており、ふき、あしたば、大根、あかじそ、うど等多岐に渡り栽培

して実績をあげております。直販店がありますので 特別Ａ級品でなくてもよ

いとのことです。 

 直販店だからＡ級品でなくてもよいとのことですが、地域での基準があり、

基準に達しない場合は販売できないと思いますが。直販ですと基準がだせなく

なるのでは。 

 ８割を確保するのは販売とは別問題で、８割収穫の確保をしていただくのが

前提です。 

 整理番号６番について２点質問。パネルの並べ方（左右がぴったり）と、農

地としては売買価格が高い理由は。 

 パネルの件について確認しましたところ、この方法で実績を上げているとの

ことでした。価格については譲渡人と譲受人との話し合いですので調査班とし

て、価格は決められません。 

 設備については、小型の機械で実績があるとの事でした。価格は相手先との

話し合いですので。 

 その他、ご意見等ございませんか。なければ採決したいと思います。整理番号

７番を保留とし、整理番号２番から６番、整理番号８番、９番を許可とすることに賛

成の方の挙手を求めます。 

◇（挙 手） 

 全員賛成でありますので、議案第６９号・農地法第３条の規定による許可申
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請については、整理番号７番を保留とし、整理番号２番から６番、整理番号８

番、９番を許可とすることに決定いたします。 

 次に議案第７０号・農地法第４条の規定による許可申請について、整理番号

１番から９番までの審議をお願いします。事務局の説明を求めます。 

◇（議案書・順次、地目、転用目的、申請理由を朗読、説明） 

 整理番号４番、面接等のやり直しのため書類が整わず保留。なお、整理番１番から

３番、５番から９番は農地法第４条第２項の各号に該当しないため、許可要件のすべて

をみたしております。 

 なお、整理番号９番については現地・面接調査を実施しておりますので、調査班長

の報告をお願いします。 

 現地案内図４条の９をご覧下さい。申請地、面接者は３条の６と同じ。２年前より

他地域で営農型太陽光発電施設を３０ヶ所１２ｈａ経営しており、作物は、ふき、あ

したば、大根、あかじそ、うど等多岐に渡り栽培して実績を上げております。当該の

農地においても２８０Ｗのパネルを１５６６枚設置し、４３８ＫＷの発電量で、売電

単価３２円で年間売上１３８０万円を見込んでおります。支柱の高さ、幅等も作業機

械に支障がないように設計されており、周りも高さ１ｍのフェンスを設置する予定で

す。作付け予定の長ネギは半陰性植物でパネル下の営農は可能で、近隣同作物収量の

８割は確保できるとのことでした。又連作障害については、他の実績のある作物と組

み合わせて作付け計画を組む予定です。調査班としては、野菜の販売実績、営農型太

陽光発電の実績等特に問題はないと思われますので許可相当と判断いたしました。 

 以上で事務局の説明、および調査班長の報告は終わりましたので、皆さんからのご

意見、ご質問をお願いします。  

◇（意見、質問等なし） 

ご意見等ございませんか。なければ採決したいと思います。整理番号４番を保留と

し、整理番号１番から３番、整理番号５番から９番までを許可とすることに賛成の方

の挙手を求めます。 

◇（挙 手） 

全員賛成でありますので、議案第７０号・農地法第４条の規定による許可申請につ

いては、整理番号４番を保留とし、整理番号１番から３番、整理番号５番から

９番までを許可とすることに決定いたします。 

次に、議案第７１号・農地法第５条の規定による許可申請について、整理番

号１番から３１番までの審議をお願いします。事務局の説明を求めます。 

◇（議案書・順次、地目、面接、契約内容、転用目的、申請理由の朗読、説明） 

整理番号２番、開発未了のため保留。なお整理番号１番、３番から３１番まで

は農地法第５条第２項の各号に該当しないため、許可要件のすべてをみたしております。 

なお、整理番号２０番、２１番、２６番につては、現地・面接調査を、実施しており

ますので、調査班長の報告をお願いします。 

現地案内図５条の２０、２１をご覧下さい。申請地は大胡グリーンフラワー牧場の東

側に隣接し、農地と宅地に囲まれた小集団農地の辺縁部に位置する第２種農地です。申

請事由：申請人の会社は運送業を営んでおり、保有車両台数の増加により既存の駐車場

が手狭になり用地を探していたところ、当申請地を借用できることになったので申請す

るものです。申請地は、山間地の土地で周辺に農地は少なく、該当農地には作物の作付

けはされておらず、西北の位置に貸し人の所有する宅地を囲む土地で、農地としての利

用はあまり向かないと思われます。その宅地には、廃屋気味の住宅もあり現在使用され

ていません。又当該農地の中央付近に違反建築と思われるバラックがありました。農道
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からの出入りに問題はないが、大型車両は入れないため中型以下の車両駐車場用地とし

て、用排水施設はありませんでした。面接には、申請法人の役員と代理人の２名が来ら

れました。申請に至った経緯は、申請地は営業所から車で３分のところにあり、知人の

紹介で、現在使用されていない住宅と隣接した当該農地が無償で借用できることになり

決めたとのことです。事業概要は、一般運送業で年間売上４億円、社員は２３名、保有

車両台数は４０台。土地造成は行う予定で、埋め立てが１０００㎡を超える場合には市

条例により許可が必要の念を押しました。擁壁もコンクリートブロック等で行う予定で

す。既存住宅(民家)は事務所として活用したいとのことでした。又、農地内のバラック

も活用したいとの事でしたが、違法建築物のため、貸人の始末書の提出を確認しておき

ました。周辺農地、農作物への被害防除対策としては、雨水処理の桝等を設置し必要に

応じてＵ字溝を設置、外灯は敷地内、内向きに設置する、周囲のフェンスも設置すると

のことでした。調査班としては、始末書の提出を前提に、被害防除対策が取られている

事や、トッラク等の駐車場の必要性があると認められ、許可相当と判断いたしました。 

現地案内図５条の２６をご覧下さい。申請地は朝倉小学校から北西へ１００ｍに位置、

市街化区域に隣接する小集団農地の辺縁部に位置する第２種農地です。申請事由：前橋

市の開発許可基準により指定した、地域利便施設の指定幹線に面しており、申請地の南

近隣部には、日赤病院の移転新築工事が進んでおり、周辺には競合する大型食品店舗が

なく将来性のある立地として申請しました。周辺には隣接する農地はなく、四方が道路

に面しており、用排水施設もあるため、店舗用地には最適な立地条件であると思われま

す。又、埋蔵文化財の発掘調査が行われておりましたが、１０月２６日に終了となって

おり埋め戻しするのみとなっております。面接調査には、申請法人の社員１名と代理人

２名、計３名の方が来られました。申請に至った経緯は、立地条件が良いこと、地主と

の賃貸契約が合意されたこと、近隣住民から早急な設置を望まれているため。会社の概

要は、スーパーマーケット等２９店舗、従業員数１,８００名、年間売上２８７億円。必

要性は、雇用予定人数１００人、日当たり来客数２,０００人、年間売上額１億４千万円

を見込んでおり、雇用等で地域に貢献できると思われます。土地造成、整地は、７０ｃ

ｍの盛土を行い雨水処理は中央の排水溝に流し、外灯照明は内向きに付け、フェンスを

設置する。調査班としては、食品流通店舗の必要性があると認められ、周辺への被害防

除対策が取られている事から、許可相当と判断いたしました。 

以上で事務局の説明、および調査班長の報告は終わりましたので、皆さんからのご意

見、ご質問をお願いします。 

整理番号２０、２１番の補足説明、バッラクについての始末書提出が許可条件になっ

ておりますが、本日午前中に提出されたことをご報告いたします。 

その他、ご意見等ございませんか。 

◇（意見、質問等なし） 

ご意見等ございませんか。なければ採決したいと思います。整理番号２番を保留とし、

整理番号１番、整理番号３番から３１番までを許可とすることに賛成の方の挙手を求め

ます。 

◇（挙 手） 

全員賛成でありますので、議案第７１号・農地法第５条の規定による許可申請

については、整理番号２番を保留とし、整理番号１番、整理番号３番から３１

番までを許可とすることに決定いたします。 

なお、3,000㎡を超える、許可処分については群馬県農業委員会ネットワーク機構の

意見を聴いて、意見が「異存なし」と答申のあったものについて、会長専決により許

可書を交付することになりますので、ご承知おき願います。 
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次に、議案第７２号・公売農地の買受適格証明願・耕作目的について、整理番号１

番の審議をお願いします。事務局の説明を求めます。 

◇（議案書、地目、面積、公売実施機関等を朗読、説明） 

 以上で事務局の説明は終わりましたので、皆さんからのご意見、ご質問をお願いし

ます。 

◇（意見、質問等なし） 

ご意見等ございませんか。なければ採決したいと思います。整理番号１番を適格とす

ることに賛成の方の挙手を求めます。 

◇（挙 手） 

 全員賛成でありますので、議案第７２号・公売農地の買受適格証明願・耕作目的に

ついて、整理番号１番を適格とすることに決定いたします。なお、当該願い出人が最

高価・競落人となり、許可申請書が提出された場合には、本証明願いの内容と事情が

異なると会長が認めた場合を除き、許可して差し支えない旨の付帯決議事項を付けさ

さていただきます。 

 次に、議案第７３号・農地法第１８条第１項の規定による許可申請について、整理

番号１番の審議をお願いします。事務局の説明を求めます。 

◇（議案書、地目、面積、申請理由を朗読、説明） 

 許可基準の説明、農地法１８条第２項第６号に該当する案件。 

 第６号の説明：その他正当な理由がある場合、賃借人の依頼等により賃貸借を終了

することが適当であると客観的に認められた場合。 

なお、整理番号１番については、現地・面接調査を実施しておりますので、調査班

長の報告をお願いします 

現地案内図１８条１項の1をご覧下さい。申請地は老年病研究所付属病院から南に約

２００ｍに位置し、周囲を住宅に囲まれた市街化区域内の農地。申請地は、解約した

はずの賃貸借契約が現在も残っているため、契約の解除の申請をするものです。契約

解除後は駐車場として売買する予定です。申請地は、作物の作付けはされておらず、

管理は適正にされておりました。周辺には農地はなく周囲を宅地に囲まれた所です。

（申請者）面接には所有者の長女と、代理人２名が来られました。現状では１０～２

０年以前に申請農地の小作は行っておらず、（時期は不明）管理もすべて申請者が行

っている。小作契約者本人もすでに亡くなっているため、小作契約の経緯は亡くなっ

た祖母の時代のことで不明で、小作人との関係も不明との事でした。小作料の受け取

りはあったと思われるが、証明できるものはなく、小作者の相続人に解約の押印をお

願いしましたが、相続人からすでに解約済みとのことで押印の拒否をされました。 

（小作者）面接には亡小作者の三女が来られました。小作契約及び所有者との関係、

申請農地の場所等すべて不明とのことでした。現状では申請農地の管理は一切関知し

ていないとのことです。調査班としては、長年にわたり両者とも契約の解除が済んで

いたと認識を示したと思われるので、許可相当と判断いたしました。 

以上で事務局の説明、および調査班長の報告は終わりましたので、皆さんからのご

意見、ご質問をお願いします。 

事務局に何か残っていますか。 

事務局には解約の経緯は残っておらず、旧小作台帳に小作の状況が残っておりまし

た。双方としては解約と認識されていた様ですが、提出はされていませんでした。 

その他、ご意見等ございませんか。なければ採決したいと思います。整理番号１番

については、知事処分のため許可相当とすることに賛成の方の挙手を求めます。 

◇（挙 手） 
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全員賛成でありますので、議案第７３号・農地法第１８条第１項の規定による許可

申請について、整理番号１番を許可相当とすることに決定いたします。 

次に議案第７４号・農業経営基盤強化促進法に係る農用地利用集積計画の変更決定

について、前橋市長から依頼がありましたので、審議をお願いします。事務局の説明

を求めます。 

◇（議案書・資料を朗読、説明） 

以上で事務局の説明が終わりましたので、皆さんからのご意見、ご質問をお願いし

ます。 

◇（意見、質問等なし） 

ご意見等ございませんか。なければ採決したいと思います。議案第７４号について、

原案を決定とすることに賛成の方の挙手を求めます。 

◇（挙 手） 

 全員賛成でありますので、議案第７４号・農業経営基盤強化促進法に係る農用地利

用集積計画の変更決定については、原案を決定といたします。 

 次に、協議事項第１１号・農地中間管理事業の推進に関する法律第１９条第３項の

規定に基づく農用地利用配分計画（案）について、前橋市長から依頼がありましたの

で、協議をお願いします。事務局の説明を求めます。 

◇（議案書・資料を朗読、説明） 

以上で事務局の説明が終わりましたので、皆さんからのご意見、ご質問をお願いし

ます。 

◇（意見、質問等なし） 

 利用配分計画（案）３筆、終期の確認。 

 訂正依頼。 

その他、ご意見等ございませんか。なければ採決したいと思います。協議第１１号

について、原案を承認することに賛成の方の挙手を求めます。 

◇（挙 手） 

 全員賛成でありますので、協議事項第１１号・農地中間管理事業の推進に関する法

律第１９条第３項の規定に基づく農用地利用配分計画（案）については、原案を承認

といたします。 

次に、２８ページ以降の報告事項でありますが、報告事項第４９号から第５３号ま

でとなっております。 

 第４９号から第５２号の報告内容は、 

○法第４条の届出書の受理状況               ３件 

○法第５条の届出書の受理状況              ２６件 

○法第１８条第６項の規定による通知書の交付状況     １２件 

○現況証明交付状況                    ２件 

 報告事項第５３号は、１０月部会において許可とした法第４条・５条の農地転用許

可申請について、群馬県農業委員会ネットワーク機構の意見が「異存なし」と答申が

ありましたので、会長専決により許可書を交付しておりますので、のちほどご覧いた

だきたいと思います。 

以上で、本日の議事は全て終了いたしましたので、農地部会を閉会といたします。                        

（部会閉会 午後３時２０分） 
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